日本共産党を代表し、市民経済委員会に付託された議案のうち、議案４件、陳情１件について順次討論を行います。

まず、、、
■議案第１２号令和８年度国民健康保険特別会計予算
■議案第１６号国民健康保険条例の一部改正
■議案第１４号令和８年度後期高齢者医療特別会計予算
については、関連があることから、一括して、反対の立場で討論します。

反対する最大の理由は、「こども・子育て支援金」を本来なら国費で、ムダ使いをやめ、財源を保障すべきところを、経済的困窮者が多くいる国民健康保険の被保険者に重い負担をさらに課すという、国の政策判断が間違っているからです。
政府は、「少子化対策として、子ども子育て支援金制度を創設し、その財源の一部を保険料で賄う」としていますが、そもそも少子化がなぜ起こったのか、政府の責任は棚上げしたままです。また、企業が半分負担する健保等と違い、国民健康保険制度は被保険者の保険料が９割近くを負担する事から、機械的な負担の割り振りというやり方に無理があるのです。
さらに、国民に新たな負担を強いることで少子化の解決できる保証は何らありません。国民が子ども子育て支援金を負担し合っても、そもそも国が負担していた子どもに関わる予算を減らしてしまえば、子ども子育てに係る経費総額は変わりません。
今政府は、アメリカ政府の求めに応じ、アメリカの経済を下支えし、さらに日本の軍事費を大幅に引き上げています。そんな財政的余力があるのなら、日本国民のために優先して使うべきと強く指摘します。
反対する理由の第２は、各特別会計においても課題が残され、特に、国民健康保険制度も後期高齢者医療保険制度も共通して、「タックス・ザ・リッチ」、超富裕層に応分の保険料賦課を求める取り組みが不十分であることをまず指摘します。
次に国民健康保険制度について指摘します。
被保険者のうち所得ナシ層は３１．２％、その他年収２００万円未満も４１．５％という経済的には脆弱な世帯が７割以上を占めています。国民皆保険制度を支えるうえで、公費の積極的拠出が欠かせません。特に条例改正では、被保険者のうち１８歳未満のこどもに対する「均等負担」を賦課せず、その影響額を１８歳以上の被保険者で負担し合う仕組みを導入します。その影響額はわずか２００万円ですから、法定外繰入として市の公費で補填する積極的な取り組みを求めます。
次に後期高齢者医療制度について指摘します。
２００８年度の制度導入以来、今度で９回目の料率改定となります。しかも物価高騰が続く一方で、年金が目減りする中、R８年度、本市における後期高齢者医療保険料は年間一人平均で１１万１８５４円と初めて１０万円を超える保険料となり、R７年度比で１万４３６５円の増額は、過去例を見ない大幅な増額です。とりわけ、制度発足当時とR８年度比較した場合、1人当たりの平均で１．４３倍に対し、国民年金のみという世帯の平均所得、年間７９万円の世帯では３．９４倍となっており、低所得者ほど重い負担が課せられる仕組みです。さらに窓口負担は、「原則１割」が崩され、３割負担に続き、２割負担まで導入されます。これまで日本社会を基盤を作り上げ、支えてきたら、医療費負担で必要な医療を受けられない、、、後期高齢者医療制度に未来は開けません。抜本的な制度改正を政府に強く求めます。
最後に、国立社会保障人口問題研究所の社会保障費用統計によれば、日本の社会保障支出の対ＧＤＰ（国内総生産）比は、日本より高齢化率が低いドイツ、フランス、スウェーデンより少なく、社会保障支出のうち政府拠出と保険料の事業主負担分が低いのが特徴です。日本の経済力からすれば社会保障は支えられます。大企業への優遇税制の是正、米国言いなりの大軍拡をやめて社会保障の財源を確保することを重ねて強く求め、反対討論を終わります。。

次に、
■議案第１７号流山市企業等立地の促進に関する条例の一部改正
について、反対の立場から討論を行います。

反対する第１の理由は、奨励金という公費の支出条件を緩和するからです。
条例改正の内容は、奨励金の拠出条件だった国税及び市県民税の完納書類を不要とし、その代わりに事業計画書の提出を求めるというものです。
先行き見えない現下の物価高の下で、自ら事業を経営したことがない市職員が本当に事業計画書だけで継続性を図ることができるのでしょうか。またそもそも銀行が融資を決定する際、国税や市県民税の滞納の有無を確認しないで、計画書だけとはいきません。
反対する第２の理由は、広く市民を向いた条例改正というより、ごくごく一部の利益確保のための条例改正だからです。
質疑に対する執行部の答弁では、１例として挙げたショッピングモール内への企業誘致があげられましたが、それは奨励金の条件緩和の有無というより、お客さんを呼び集める起爆剤としてショッピングモールの企画力・企業努力の話です。
いま本市内ではTX沿線での地価高騰を受け、２０２５年１月時点で地価上昇率は、初石地域の１８．７％を筆頭に、１位～１３位を流山市内が独占する結果となりました。空床を持っている大手不動産、ショッピングモールにとっては大きな負担を少しでも埋めるために必要な企業誘致の人参として、本市の奨励金があてにされているだけではないでしょうか。
最後に、市民が直面している救急医療体制への参加等、公費を受け取る代わりに事業者に求めるべき社会的役割は制度スタートから１８年、何もありません。奨励金をもらい、稼ぐだけ稼ぎ、後は野となれ山となれ的な手法では街の未来は開けないことを強く指摘し、反対討論を終わります。

　最後に、
陳情第２号「OTC類似薬の保険適用除外を行わないことを求める意見書の国への提出を求める陳情書」
については賛成の立場から討論します。

　国民的世論と運動で、市販薬と効能が同じ「ＯＴＣ類似薬」を保険適用から除外することは断念させました。がしかし政府は、今月１３日、市販薬と成分や効果が似る「ＯＴＣ類似薬」について患者に追加負担を課すことを柱とする健康保険法などの改正案を閣議決定し、来年・２０２７年３月の施行を予定しています。
新制度では、子どもや難病患者らには配慮措置を検討するものの、花粉症や風邪薬、胃腸薬など７７成分、約１１００品目が対象となるＯＴＣ類似薬を処方された場合、薬剤価格の４分の１が公的医療保険の適用から外れ、元々の１～３割の自己負担に上乗せされることになります。また、支払い能力に応じた負担を徹底するため、７５歳以上の後期高齢者を対象に、株式配当などの金融所得を保険料や窓口負担の算定に反映させる仕組みも盛り込むとも報道されています。
しかし日本医師会は、一つ薬代の負担増、二つ医療機関の受診控えによる健康被害や経済負担の増加、三つ医師による診察・処方ではない薬の購入による、薬の適正使用の誤りをあげ、強い懸念を表明されています。また患者家族会などからも制度改定に反対意見が相次いでいます。
さらに本市独自の子どもの医療費助成制度やひとり親家庭等医療費助成制度、千葉県の指定難病医療費助成制度との関係では、保険適用にはなるため、公費助成は受けられるとしても、その具体的取扱いは不明です。人によって命の継続を取るか、それとも生活破綻を取るか、選択できない選択を本人にも、家族にも染まる可能性は否定できません。以上のことから、意見書提出を改めて求め、陳情第2号への賛成討論を終わります。
